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介護老人保健施設甲州ケア・ホーム契約書 

施設入所・短期入所療養介護・介護予防短期入所療養介護 

 

 

 

 

様（以下「利用者」という。）と医療法人銀門会（以下「事業所」という。）は

介護保険法に基づき事業者が利用者に対して行う介護老人保健施設サービスについて、次のとおり契約を

締結するものとします。 

 

（約款の目的） 

第１条  

介護老人保健施設甲州ケア・ホーム（以下「当施設」という。）は、介護保険法令の趣旨に従って、介

護老人保健施設サービスにおいては、要介護状態と認定された利用者がその有する能力に応じ可能な

限り自立した日常生活を営むことができるようにするとともに、居宅における生活への復帰を目指し

た介護保健施設サービスを提供し、短期入所療養介護（介護予防短期入所療養介護）においては、

要介護状態（介護予防短期入所療養介護にあっては要支援状態）と認定された利用者（以下単に「利

用者」という。）に対し、介護保険法令の趣旨に従って、看護、医学管理の下における介護及び機能訓

練その他必要な医療並びに日常生活上の世話を行い、利用者の療養生活の質の向上および利用者の家

族の身体的及び精神的負担の軽減を図るものとする一方、利用者及び利用者を保証する者（以下「連

帯保証人」という。）は、当施設に対し、そのサービスに対する料金を支払うことについて取り決める

ことを、本契約の目的とします。 

 

（適用期間） 

第２条  

１ 本契約は、利用者が本契約及び重要事項説明書に基づき、担当者による説明を受け、これらを十分に

理解した上で、介護老人保健施設甲州ケア･ホーム契約書を記入し、当施設に提出したのちから効力を

有します。但し、保証人に変更があった場合は、新たに同意を得ることとします。 

２ 利用者は初回利用時の同意書提出をもって､繰り返し当施設を利用することができるものとします｡ 

 

（利用者からの解除） 

第３条  

利用者及び連帯保証人は、当施設に対し、利用解除・終了の意思表明をすることにより、本契約に基

づく利用を解除・終了することができます。 

 

 

 

 

 

 



250526 

 

2 

 

（当施設からの解除） 

第４条  

当施設は、利用者及び扶養者に対し、次に掲げる場合には、即刻、本契約に基づく利用を解除・終了

することができます。 

①利用者が要介護認定において要支援又は自立と認定された場合。(短期入所療養介護は要支援利用可能) 

②当施設において定期的に実施される入所・継続検討会において、退所して居宅において生活ができる

と判断された場合 

③利用者の病状、心身状態等が著しく悪化し、当施設での適切なサービスの提供の範囲を超えると判断

された場合 

④利用者及び連帯保証人が、本契約に定める利用料金を1ヶ月分以上滞納し、その支払を督促したにも

かかわらず支払われない場合 

⑤利用者が、当施設、当施設の職員又は他の利用者等に対して、利用継続が困難となる程度の背信行為

又は反社会的行為を行った場合 

⑥天災、災害、施設・設備の故障、その他やむを得ない理由により、当施設を利用させることができな

い場合 

⑦ハラスメント行為（パワーハラスメント、セクシャルハラスメントなど）により、健全な信頼関係を

築くことができないと判断した場合（ハラスメントに該当する行為は以下に示す通り） 

1）他利用者や職員にセクシャルハラスメントや暴力行為があった場合、もしくはその恐れが強い場合 

2）大声、暴言、暴力、嫌がらせ、誹謗中傷または脅迫的な言動により、他利用者に迷惑を及ぼし、あ

るいは職員への迷惑行為など業務をさまたげた場合 

3）解決しがたい要求を繰り返し行い、業務を妨げた場合 

4）施設建物および設備等を故意に破損した場合 

5）刃物等危険物を施設内に持ち込んだ場合 

6）療養費の悪質な不払い 

7）その他療養の提供に支障をきたす行為 

⑧サービス利用者中に職員の写真や動画撮影、録音等を無断でSNS等に掲載した場合 

⑨禁止事項の違反があり、勧告を受けたにもかかわらず違反の継続がみられた場合 

 

（利用料金） 

第５条  

１ 利用者及び連帯保証人は、連帯して、当施設に対し、本契約に基づくサービス提供の対価として、別

紙利用料金表の料金をもとに計算された月ごとの合計額及び利用者が個別に利用したサービスの提供

に伴い必要となる額の合計額を支払う義務があります。 

２ 当施設は、利用の請求書は月末検収、翌月の１５日までに発行し、原則郵便により、利用者及び連帯

保証人が指定する者に対し交付します。利用者及び連帯保証人は、連帯して、当施設に対し、重要事

項説明書に記された期日に及び方法にて支払うものとします。なお、利用者の都合により振替ができ

なかった場合は、その月の月末までに受付での現金払い、または、銀行振込みによることとします。 

３ 当施設は、利用者又は連帯保証人から、第５条１項に定める利用料金の支払いを受けたときは、利用

者又は連帯保証人の指定する者に対して、領収書を交付します。 
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（記録） 

第６条  

１ 当施設は、利用者へのサービス提供に関する記録を作成し、その記録を利用終了後２年間保管しま

す。（診療録については、５年間保管します。） 

２ 当施設は、利用者が前項の記録の閲覧、謄写を求めた場合には、原則としてこれに応じます。但し、

連帯保証人その他の者（利用者の代理人を含みます。）に対しては、利用者の承諾があった場合その他

当施設が必要と認めた場合に限り、これに応じます。 

 

（身体の拘束等） 

第７条 

  当施設は、原則として利用者に対し身体拘束を行いません。但し、自傷他害の恐れがある等やむを得

ない場合、緊急その他の場合は、身体拘束その他利用者の行動を制限する行為を行うことがありま

す。この場合には、その様態及び時間、その際の利用者の心身状況等の理由を記録することとしま

す。 

※ なお、身体拘束を実施する場合は、予め同意をいただきますが、緊急を要する場合には同意を得る前

に実施する場合があります。 

 

（秘密の保持及び個人情報の保護） 

第８条 

１ 当施設とその職員は、当施設の個人情報保護方針に基づき、業務上知り得た利用者又は保証人若しく

はその家族等に関する個人情報の利用目的を定め、適切に取り扱います。また正当な理由なく第三者

に提供しません。但し、施設運営、教育・研修、行政命令の遵守、他の医療・介護福祉施設との連携

等のために個人情報を利用することがあります。また、外部機関による施設評価、学会等で個人名が

特定されない形で報告する事があります。 

次の各号については、法令上、介護関係事業者が行うべき義務として明記されていることから、情報

提供を行うこととします。 

① サービス提供困難時の事業者間の連絡、紹介等 

② 居宅介護支援事業所（地域包括支援センター〔介護予防支援事業所〕）等との連携 

③ 利用者が偽りその他不正な行為によって保険給付を受けている場合等の市町村への通知 

④ 利用者に病状の急変が生じた場合等の主治医への連絡等 

⑤ 生命・身体の保護のため必要な場合（災害時において安否確認情報を行政に提供する場合等） 

２ 前項に掲げる事項は、利用終了後も同様の取扱いとします。 

 

（緊急時の対応） 

第９条  

１ 当施設は、利用者に対し、施設医師の医学的判断により専門的な診察が必要と認める場合、協力医療

機関又は協力歯科医療機関での診療を依頼することがあります。 

２ 当施設は、利用者に対し、当施設におけるサービス提供が困難な状態、又は専門的な医学的対応が必

要と判断した場合、利用者又は連帯保証人へ確認のもと他の専門的機関へ依頼します。 
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３ 第９条１項、第９条２項のほか、入所利用中に利用者の心身の状態が急変した場合、当施設は利用者

及び連帯保証人が指定する者に対し、緊急連絡します。 

 

（事故発生時の対応） 

第１０条  

１ サービス提供等により事故が発生した場合、当施設は、利用者に対し必要な措置を講じます。 

２ 施設医師の医学的判断により、専門的な医学的対応が必要と判断した場合、協力医療機関、協力歯科

医療機関又は他の専門的機関での診療を依頼します。 

３ 第１０条１項、第１０条２項のほか、当施設は利用者又は連帯保証人が指定する者及び保険者の指定

する行政機関に対して速やかに連絡します。 

 

（要望又は苦情等の申出） 

第１１条  

利用者及び連帯保証人は、当施設のサービス提供に対しての要望又は苦情等について、支援相談員に

申し出ることができ、又は備付けの用紙、管理者宛ての文書で所定の場所に設置する「ご意見箱（ご

利用アンケート）」に投函して申し出ることができます。 

 

（賠償責任） 

第１２条  

１ 当施設のサービス提供に伴って当施設の責に帰すべき事由によって、利用者が損害を被った場合、当

施設は、利用者に対して、損害を賠償するものとします。 

２ 利用者の責に帰すべき事由によって、当施設が損害を被った場合、利用者及び連帯保証人は、連帯し

て、当施設に対して、その損害を賠償するものとします。 

 

（連帯保証人） 

第１３条 

１ 連帯保証人は、利用者と連帯して、本契約から生じる利用者の債務を負担するものとします。 

２ 前項の連帯保証人の負担は、極度額３０万円を限度とします。 

３ 連帯保証人が負担する債務の元本は、利用者又は連帯保証人が死亡したときに、 

  確定するものとします。 

４ 連帯保証人の請求があったときは、当施設は、連帯保証人に対し、遅滞なく、利用料等の支払状況や

滞納金の額、損害賠償の額等、利用者のすべての債務の額等に関する情報を提供します。 

 

（利用契約に定めのない事項） 

第１４条  

この契約に定められていない事項は、介護保険法令その他諸法令に定めるところにより、利用者又は連

帯保証人と当施設が誠意をもって協議して定めることとします。 
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 年   月   日 

 

医療法人銀門会 介護老人保健施設甲州ケア・ホームとの契約を締結するに当たり、担当者による説明

（重要事項説明書を含む）を受けこれらを十分に理解したうえで契約いたします。 

 

利用者     住  所                       

 

氏  名                     印 

 

連帯保証人   住  所                       

 

氏  名                     印 

 

電話番号 自宅）            携帯）              

 

【第５条２項の請求書・明細書及び第５条３項の領収書の送付先】 

□利用者と同様（以下、記入不要） □連帯保証人と同様（以下、記入不要）  

□利用者及び連帯保証人とは異なる 

 

【第９条３項緊急時及び第10条３項事故発生時の連絡先】 

□連帯保証人と同様（以下、記入不要） □連帯保証人とは異なる 

 

 

事業者 住 所 山梨県笛吹市石和町四日市場2031 

    電 話 055－263－0242（代表） 

    名 称 医療法人銀門会 

・氏  名 （続柄        ） 

・住  所 
 

・電話番号  

・氏  名                   （続柄        ） 

・住  所 
 

・電話番号  
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      介護老人保健施設甲州ケア・ホームのご案内（重要事項説明書） 
 

 

１．施設の概要 

（１）施設の名称等 

・施 設 名  医療法人銀門会 甲州ケア・ホーム 

・開 設 年 月 日  昭和63年5月2日 

・所 在 地  山梨県笛吹市石和町四日市場2031 

・電 話 番 号  055-263-0242 

・施 設 長  小林 史和 

・介護保険指定番号  介護老人保健施設 1950580009 

短期入所療養介護 1970500367 

 

（２）介護老人保健施設の目的と運営方針 

介護老人保健施設は、看護、医学管理の下における介護およびリハビリテーション、その他必要な

医療ならびに日常生活上のお世話などの介護保険サービスを提供することにより、入所者が能力に

応じた日常生活を営み、一日でも早く家庭での生活に戻ることができるよう支援することを目的と

した施設です。更に、家庭復帰の場合には、療養環境調整などの退所時の支援も行います。 

この目的に沿って当施設では、以下のような運営の方針を定めています。 

 

《 介護老人保健施設甲州ケア･ホームの運営方針 》 

１）利用者の人権を尊重した利用者主体のサービスを提供します。 

２）明るく家庭的な雰囲気のなか、看護・介護・リハビリテーションを必要とする利用者に医療

サービスと生活サービスを提供し、心身の自立を支援して家庭への復帰を目指します。 

３）利用者が在宅で自立した生活が送れるように、地域や家庭との連携を重視した運営を心がけ

ます。 

４）地域における医療・福祉の拠点として各種の研修会やボランティア等の受け入れを行いなが

ら、地域に開かれた施設として要介護者や要支援者のケア向上に尽くします。 

 

（３）短期入所療養介護の概要 

短期入所療養介護は、要介護者および要支援者の家庭等での生活を継続させるために立案された居

宅介護サービス計画に基づき、当施設を一定期間ご利用いただけます。利用者の療養生活の質の向

上やご家族の身体的、精神的負担の軽減を図るために、看護、医学管理の下における介護およびリ

ハビリテーション、その他必要な医療ならびに日常生活上のお世話を提供いたします。 

このサービスの提供にあたっては、短期入所療養介護に従事する職員によって短期入所療養介護計

画が作成されます。契約の内容については利用者・ご家族の希望を充分に取り入れ、あらかじめ同

意をいただきます。 
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（４）施設の職員体制 

医師 ２名 

看護職員 １１名以上 

介護職員 ２９名以上 

支援相談員 ２名以上 

理学療法士、作業療法士、言語療法士 ３名以上 

管理栄養士 １名以上 

薬剤師 １名以上 

介護支援専門員 １名以上 

 

（５）入所定員  定員１２０人 

 

２．介護保険証の確認・介護保険負担割合証・医療保険証の確認 

（１）施設利用にあたり、あらかじめ介護保険証、介護保険負担割合証を確認および写しを取得させてい

ただきます。 

（２）併設病院等で受診するにあたり、あらかじめ医療保険証等を確認および写しを取得させていただき

ます。 

 

３．サービス内容 

施設入所の相談から、ご利用中の医療、看護、介護、リハビリテーション、退所後の相談まで対応しま

す。 

なお、個人情報の取り扱いについては、契約書第８条の通りです。 

 

◇ケアサービス 

《 医 療 》 

介護老人保健施設は、入院の必要のない程度の要介護者を対象としていますが、医師、看護職員が常勤

していますので、利用者の状態に照らして適切な医療、看護を行います。 

 

《 介 護 》 

施設サービス計画に基づいて実施します。 

 

《 リハビリテーション 》 

原則として理学療法士、作業療法士が行いますが、施設内でのすべての活動をリハビリテーションとし

てとらえ、生活リハビリテーションの効果を期待して対応しています。 

 

《 リスク管理 》 

可能な限り安全なケアサービスを提供いたします。但し、利用者の状態や状況により転倒・転落などの

危険が伴うことがあります。また、転倒・転落により骨折や外傷などが発生する場合があります。 

療養中の安全管理については、入所時の診察の際に担当医師から説明し、ご家族から同意書をいただき

ます。 
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◇生活サービス 

明るく家庭的な雰囲気の下で生活していただけるよう、常に利用者の立場に立って運営しています。 

《 食 事 》 

朝食     ７時３０分 

昼食    １１時３０分 

夕食    １７時３０分 

※食事は原則としてデイルームをご利用いただいております。 

 

《 入 浴 》 

原則週２回の入浴です。但し、利用者の身体状態に応じて清拭となる場合があります。 

 

《 理 美 容 》 

理美容サービスは、１階理美容室をご利用ください。料金は事前に受付に入金していただきます。 

ご利用の際は、１階受付もしくは各フロアーの職員へお申し出ください。 

 

４．入退所時の送迎（短期入所療養介護のみ） 

居宅介護サービス計画に基づき、当施設から片道１０㎞を限度として送迎をいたします。 

 

５．利用料金 

別紙利用料金をご覧ください。 

 

６．お支払い方法 

長期入所、短期入所の利用料金のお支払いについて、原則的に口座振替となります。 

振替可能な金融機関は、「山梨中央銀行」または、「ゆうちょ銀行」のいずれかです。 

  振替日   山梨中央銀行  毎月 ２０日（休日等の場合は翌営業日） １回 

ゆうちょ銀行  毎月 ２５日（休日等の場合は翌営業日） １回 

利用開始時に利用料の支払いについて同意書をいただきます。手続き等詳細につきましては入所時に別

紙にてご案内いたします。 

利用者の都合により振替ができなかった場合は、その月の月末までに指定口座にお振込みいただくか、

甲州ケア・ホーム受付へご持参ください。お振込みの際の送金手数料は利用者および保証人にご負担い

ただきます。支払いが確認できた後、利用者又は保証人の指定する送付先に対して、領収書を交付しま

す。 

 

【受付営業時間】  月曜～土曜   ８：３０～１６：３０ 

※日曜・祝日は日直体制のため、現金のお取り扱いはしておりません。 
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７．利用者からの利用中止 

契約書 第３条の通りです。 

 

８．当施設からのサービス提供の中止 

契約書 第４条の通りです。 

 

９．施設利用にあたっての留意事項 

・面 会：８時３０分から２０時まで自由に面会できます。但し、感染症対策など面会制限を行う際は

変更になる場合があります。面会の際には、受付をお願いします。 

・外出・外泊：当施設は施設長の許可のもと、主治医の意見により外出・外泊の可否を判断していま

す。外出・外泊の希望については、あらかじめ職員にご相談ください。（長期入所の方は月に６泊７日

を限度） 

・飲酒・喫煙：当施設の敷地内は全面禁煙です。利用者の心身の状態により、事故防止の観点からタバ

コ・ライター等はお預かりさせていただく場合があります。飲酒はできません。 

・設備備品の利用：あらかじめ職員にお申し出いただき、ご利用ください。 

・所持品・備品の持ち込み：必ず所持品一覧表へご記入いただき、お持ち込みください。 

・金銭の管理：お手元に置く場合は、防犯のため必要最低限にしてください。ご希望により受付でお預

かりする場合、入出金は受付営業時間内に限ります。（受付営業時間 ８時３０分～１６時３０分日

曜・祝日除く） 

・宗教活動：勧誘、ビラの配布といった他の利用者の迷惑になる行為は禁止です。 

・ペットの持ち込み：盲導犬以外はご遠慮ください。 

・貴重品の管理：当施設では貴重品の持ち込みはできません。万が一、利用者ご本人やご家族の判断で

持ち込まれた場合、紛失・破損などが生じても施設では責任を負いません。また、「貴重品」に該当す

るものは、利用者ご本人・ご家族等にとっての大切な品であり、個人の価値観によって異なるため、

当説明書内で具体例を示すことはできません。 

 

10．非常災害対策 

消防法に基づき、スプリンクラー、消火器、消火栓等を完備しています。通報訓練、避難訓練も定期的

に実施しています。 

 

11．禁止事項 

当施設では、多くの方に安心して療養生活を送っていただくために、利用者の『営利行為、宗教の勧

誘、特定の政治活動』はご遠慮ください。 

 

12．他機関・施設との連携 

《 医療機関への受診 》 

当施設を利用中に利用者の状態が急変した場合には、原則としてご家族の意向にあわせて他医療機関 

へ連絡をさせていただきます。 

医療機関へ入院となった場合、当施設は退所となります。再度の入所を希望される場合は、改めて入所

申込の手続きをお願いします。 
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《 協力医療機関への受診 》 

当施設は、協力医療機関として併設の甲州リハビリテーション病院、および笛吹中央病院を定めてお

り、利用者の状態によっては診療を依頼することがあります。 

入所者は必要に応じて甲州リハビリテーション病院の歯科を受診できます。 

協力医療機関へ入院となった場合についても、当施設は退所となります。 再度の入所を希望される場

合、改めて入所申込の手続きをお願いします。 

 

《 他施設への紹介 》 

当施設での対応が困難になり、専門的な対応が必要となった場合には、ご家族了承のもと、他施設への

紹介をさせてきます。 

 

13．緊急の連絡先 

緊急の場合には、契約書に記入いただいた連絡先へ連絡させていただきます。 

 

１4．要望・苦情の申し入れ 

要望・苦情等受付窓口 連絡先 

甲州ケア・ホーム 相談担当 055-263-0242 

医療法人銀門会 法人事務部長 055-262-3121 

山梨県健康長寿推進課 055-223-1450 

国民健康保険団体連合会 055-233-9201 

運営適正化委員会 055-254-8610 

その他、担当の介護支援専門員（居宅介護支援事業

所）、介護保険者（お住まいの市町村）でも介護サービ

スに関する苦情を受け付けています。 

055-254-8610 

 

15．賠償責任について 

当施設のサービス提供に伴って、当施設の故意または過失によって利用者が損害を被った場合には、当

施設は利用者に対して損害を賠償します。但し、利用者の故意または過失によって当施設が損害を被っ

た場合には、その損害を賠償していただきます。 

 


